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入 札 公 告 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和８年５月２５日 

 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長 荒井 秀典 

 

 

１．調達内容 

 （１）件名 

    電話交換業務労働者派遣契約 

 

（２）契約内容等 

仕様書・入札説明書・契約書による 

 

（３）契約期間 

令和８年７月１日 ～ 令和９年６月３０日 

 

（４）派遣場所 

        国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 総務課 

 

（５）入札方法 

交渉権者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 

① 入札者は、本体価格のほか、当該契約に要する一切の諸経費を含めた契約金

額を見積もるものとする。 

② 交渉権者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％

に相当する額を加算した金額をもって交渉価格とするため、入札者は、消費税

等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

③ 本調達は１時間当たりの単価契約とする。 

 

２．競争参加資格 

 （１）国立研究開発法人国立長寿医療研究センター契約事務取扱細則（平成２２年
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４月１日細則第４号、以下「契約事務取扱細則」という。）第６条の規定に該

当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であっても、

契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合

に該当する。 

 

（２）契約事務取扱細則第７条の規定に該当しない者であること。 

 

（３）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。

なお、当該競争参加資格については、令和８年３月３１日付け号外政府調達第

５８号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口に

おいて随時受け付けている。 

 

（４）契約事務取扱細則第５条の規定に基づき、理事長等が定める資格を有する者

であること。 

 

（５）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和６０年法律第８８号）第５条第１項に基づき労働者派遣事業の許可を受

けていること。 

 

（６）プライバシーマーク（JISQ15001）もしくは情報セキュリティマネジメント

システム（ISMS）（JISQ27001、ISO/IEC27001）の認証を取得していること。 

 

（７）受付事務の内容に関するサポート体制（社員研修、派遣労働者からの電話相

談対応等）があること。 

 

（８）過去３年間において、１年間以上継続して医療機関に労働者を派遣した実績

があること。 

 

（９）過去１年間において、労働者派遣契約期間中に契約解除等の措置を受けたこ

とがないこと。 

 

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先 
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〒４７４－８５１１ 

愛知県大府市森岡町七丁目４３０番地 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

財務経理課 契約係長  中井 翼 

ＴＥＬ ０５６２－４６－２３１１ 内線番号７６２６ 

 

（２）競争参加申込の受付期間及び関係書類の交付期間 

    期間 令和８年５月２６日 ～ 令和８年６月８日 

    ９時００分～１２時００分、１３時００分～１７時００分 

ただし、土日祝日を除く。 

 

（３）関係書類（ＰＤＦファイル）の交付をメールでの送付を希望する場合には、

３．（１）に示す問い合わせ先へ連絡をし、入札参加申込みをするとともにそ

の旨を希望すること。 

 

（４）入札書の提出期限 

令和８年６月１０日（水）１７時００分 

 

（５）開札の日時及び場所 

令和８年６月１１日（木）１０時００分 

    国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 第５診療棟２階 大会議室 

 

４．その他 

（１）契約手続に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

（２）入札保証金及び契約保証金 

免除 

 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

 

（４）契約書作成の要否 

要 
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（５）交渉権者の決定方法 

契約事務取扱細則第３６条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を第一交渉権者とする。 

 

（６）手続きにおける交渉の有無 

有 

 

（７）詳細は入札説明書による。 


